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介護従事者へのお願い

日常業務において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合
は、速やかに尾張旭市役所長寿課、尾張旭市地域包括支援センターへ
相談・情報提供をしてください。

◆ 介護サービス事業者等、高齢者の福祉に職務上関係のある者は、
高齢者虐待の早期発見に努めることとされています（高齢者虐待防
止法第５条）

◆ 虐待の情報提供は、守秘義務より優先します（高齢者虐待防止法第
７条第３項）

◆ 虐待かどうかの判断は必要ありません、疑いでもご連絡ください。





尾張旭市における高齢者虐待の状況

年 度 R4 R5

相 談 件 数 20 件 24 件

事実確認の結果

虐待を受けた、虐待を受ける恐れがあると思わ
れた事案 13 人 8 人

虐待を受けたとは思われなかった事例 7 人 16 人

虐待の種類
（重複あり）

身体的虐待 12 件 5 件

介護・世話の放棄、放任 0 件 2 件

心理的虐待 2 件 2 件

性的虐待 0 件 0 件

経済的虐待 0 件 0 件

対応
策

分離
の有
無

有 （被虐待者の保護又は虐待者から分離した事
例） 6 人 6 人

無 （被虐待者と虐待者を分離していない事例） 7 人 2 人

R4 R5

0 件 3 件

0 施設 1 施設

0 施設 2 施設

0 件 0 件

0 件 0 件

0 件 1 件

0 件 0 件

0 件 0 件



＜確認のポイント＞

① 緊急やむをえない状況であるかについて、養介護施設全体において十分な検討や議論が行われ、共通認識

が得られているか。

② 拘束とされる対応以外の方法の有無について、十分かつ慎重な検討や議論が行われているか。

③ 実施にあたって、その目的や意図を理解した上での記録が作成されているか。

④ 緊急やむをえず実施する拘束は、あくまで一時的なものであると認識し、常に解除に向けた意識を持って対応

しているか。

⇒ このような取組の無い中で身体的拘束が行われている場合は、適切な対応を図るよう、早急に指導する必要

があります。

身体的拘束に対する考え方

〇 切迫性 ： 利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性
〇 非代替性 ： 身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
〇 一時性 ： 身体拘束は一時的なものであること

養介護施設などにおいては、高齢者をベッドや車椅子に縛り付けるなど身体の自由を奪う「身体拘束」は、入

所者の生命又は身体を保護するため緊急やむをえない場合を除いて、「高齢者虐待」として対応する必要が

あります。その場合、以下の点について確認することが重要です。

「緊急やむを得ない場合」に該当する３要件（全て満たすことが必要）



◆ ① 徘徊しないように、車椅子やいす、ベッドに体幹や四肢を紐などで縛る。

◆ ② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐などで縛る。

◆ ③ 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。

◆ ④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐などで縛る。

◆ ⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を

制限するミトン型の手袋などをつける。

◆ ⑥ 車椅子やいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型抑制帯や腰ベルト、車椅子

テーブルをつける。

◆ ⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。

◆ ⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。

◆ ⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐などで縛る。

◆ ⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

◆ ⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

身体拘束の具体例
（参考：厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」より）



◆ 根拠法は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関す
る法律」です。

◆ 疑わしい事例がありましたら、お気軽に市役所、地域包括支援センター
へご相談ください。

◆ 利用者と契約するときは、利用者に怪我、介護者による暴言等がみられ
た時は、事業者は一律に市役所に情報提供する義務がある事を説明し
ておいてください。




